
別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

（法人全体用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、市場価格のない株式等であるため移動平均法による

　原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

③差入保証金

　賃貸借契約で契約期間満了後に物件を明け渡す場合に敷金の一定割合を償却すると定められている場合

　定額法により一定割合を償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者

　　　　　　　　　年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度                                                                      

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分                                                

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　ア　法人本部拠点（社会福祉事業）



　イ　横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）

　　「地域包括支援センター」

　　「地域活動・交流事業」

　　「通所介護事業」（予防含む）

　　「居宅介護支援事業」（予防含む）

　　「介護予防支援」　

　　「生活支援体制整備事業」

　ウ　ぽこ・あ・ぽこ拠点（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労継続支援事業B型」

　　「就労定着支援事業」

　エ　わーくす大師拠点区分（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労継続支援事業B型」

　　「就労定着支援事業」

　オ　ウィング・ビート拠点区分（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労定着支援事業」

　カ　ミラークよこすか拠点区分（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労定着支援事業」

　キ　港北はぴねす工房拠点区分（社会福祉事業）

　ク　戸塚はなえみ工房拠点区分（社会福祉事業）

　ケ　横浜南部就労支援センター拠点区分（公益事業）

　コ　中部就労援助センター拠点区分（公益事業）

　　「雇用安定等事業」

　　「生活支援等事業」

　　「就労援助センター事業」

　サ　湘南地域就労援助センター拠点区分（公益事業）

　　「雇用安定等事業」

　　「生活支援等事業」

　　「就労援助センター事業」

　　「障害者生活支援事業」

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物   202,173,692            0    8,971,566  193,202,126

合            計   202,173,692            0    8,971,566  193,202,126

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし



６．担保に供している資産                                                                            

    該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物(基本財産)   684,862,221  491,660,095  193,202,126

建物(その他の固定資産)    25,248,293   14,882,822   10,365,471

構築物       574,333      167,671      406,662

車両運搬具    17,071,167   17,071,158            9

器具及び備品    37,740,898   31,372,028    6,368,870

機械及び装置     1,872,969    1,872,963            6

合            計   767,369,881  557,026,737  210,343,144

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金   100,865,273             0   100,865,273

未収金     6,039,337             0     6,039,337

未収補助金    77,021,082             0    77,021,082

立替金     3,517,809             0     3,517,809

合            計   187,443,501             0   187,443,501

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．関連当事者との取引の内容                                                                      

    該当なし

１１．重要な偶発債務                                                                                

    該当なし

１２．重要な後発事象                                                                                

    該当なし



１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け                                                        

    該当なし

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、市場価格のない株式等であるため移動平均法による

　原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者

　　　　　　　　　年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

（1）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

    該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物       73,554      22,992      50,562

器具及び備品    1,575,161   1,349,425     225,736

合            計    1,648,715   1,372,417     276,298

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金   29,817,995            0   29,817,995

立替金    6,597,202            0    6,597,202

合            計   36,415,197            0   36,415,197

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（新杉田地域ケアプラザ拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。

③リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､第二号第四様式､第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　　ア　地域包括支援センター

　　イ　地域活動・交流事業

　　ウ　通所介護事業(予防含む)

　　エ　居宅介護支援事業(予防含む)

　　オ　介護予防支援

　　カ　生活支援体制整備事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

　



４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（その他の固定資産）    2,637,772   1,010,243   1,627,529

車両運搬具    8,933,960   8,933,956           4

器具・備品    4,377,476   3,212,143   1,165,333

合            計   15,949,208  13,156,342   2,792,866

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金   16,785,286            0   16,785,286

未収金   15,870,409            0   15,870,409

未収補助金      122,332            0      122,332

合            計   32,778,027            0   32,778,027

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし



１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（ぽこ･あ･ぽこ拠点用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ぽこ･あ･ぽこ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､第二号第四様式､第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　　ア　就労移行支援事業

　　イ　就労継続支援事業B型

　　ウ　就労定着支援事業　

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。



４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物   189,847,292            0    8,280,366  181,566,926

合            計   189,847,292            0    8,280,366  181,566,926

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（基本財産）   670,462,221  488,895,295  181,566,926

建物（その他の固定資産）    16,031,645   10,748,195    5,283,450

車両運搬具     8,137,207    8,137,202            5

器具及び備品     7,734,195    7,134,509      599,686

機械・装置     1,872,969    1,872,963            6

合            計   704,238,237  516,788,164  187,450,073

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    26,104,023             0    26,104,023

未収金       111,600             0       111,600

合            計    26,215,623             0    26,215,623

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし



１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（わーくす大師拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) わーくす大師拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､第二号第四様式､第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　　ア　就労移行支援事業

　　イ　就労継続支援事業B型

　　ウ　就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している

　

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物   12,326,400           0     691,200  11,635,200

合            計   12,326,400           0     691,200  11,635,200



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（基本財産）   14,400,000   2,764,800  11,635,200

建物（その他の固定資産）    1,254,000     449,488     804,512

構築物      380,000     139,333     240,667

器具及び備品    4,654,790   3,853,112     801,678

合            計   20,688,790   7,206,733  13,482,057

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金   19,418,736            0   19,418,736

未収補助金       24,000            0       24,000

立替金       23,987            0       23,987

合            計   19,466,723            0   19,466,723

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（ウィング･ビート拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ウィング･ビート拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､第二号第四様式､第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　　ア　就労移行支援事業

　　イ　就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（その他の固定資産）    4,298,400   2,207,938   2,090,462

器具及び備品      680,250     530,491     149,759

合            計    4,978,650   2,738,429   2,240,221

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    7,354,108            0    7,354,108

合            計    7,354,108            0    7,354,108

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（ミラークよこすか拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ミラークよこすか拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､第二号第四様式､第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪))

　　ア　就労移行支援事業

　　イ　就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物      700,634     191,679     508,955

器具及び備品    2,325,718   1,498,670     827,048

合            計    3,026,352   1,690,349   1,336,003

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    5,742,055            0    5,742,055

未収金   15,850,758            0   15,850,758

合            計   21,592,813            0   21,592,813

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（港北はぴねす工房拠点用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 港北はぴねす工房拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､第二号第四様式､第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

    該当なし



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    1,595,790     962,540     633,250

合            計    1,595,790     962,540     633,250

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金   16,724,131            0   16,724,131

合            計   16,724,131            0   16,724,131

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（戸塚はなえみ工房拠点用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 戸塚はなえみ工房拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､第二号第四様式､第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

    該当なし



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

構築物      194,333      28,338     165,995

器具及び備品      392,560     131,101     261,459

合            計      586,893     159,439     427,454

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    8,743,787            0    8,743,787

未収金    7,616,368            0    7,616,368

合            計   16,360,155            0   16,360,155

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（横浜南部就労支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 横浜南部就労支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    1,170,210     819,657     350,553

合            計    1,170,210     819,657     350,553

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金      352,007            0      352,007

合            計      352,007            0      352,007

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（湘南地域就労援助センター拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 湘南地域就労援助センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　　ア　雇用安定等事業

　　イ　生活支援等事業

　　ウ　就労援助センター事業

　　エ　障害者生活支援事業

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    6,521,221   5,973,789     547,432

合            計    6,521,221   5,973,789     547,432

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収補助金   32,347,227            0   32,347,227

合            計   32,347,227            0   32,347,227

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（戸塚はなえみ工房拠点用）

１．重要な会計方針                                                                                  

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 戸塚はなえみ工房拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､第二号第四様式､第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

    該当なし



５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

構築物      194,333      28,338     165,995

器具及び備品      392,560     131,101     261,459

合            計      586,893     159,439     427,454

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    8,743,787            0    8,743,787

未収金    7,616,368            0    7,616,368

合            計   16,360,155            0   16,360,155

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                        

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし


